
横浜弁護士会は、児童、生徒、学生、社会人を対象とする法教育が、神奈川県
内全域で行われるように努力します。

法教育に取組みます！

社会人
大学生
小・中・高校生

人権擁護活動を強化します！

横浜弁護士会は、人権擁護のために、消
費者、子ども、高齢者、障がい者、女性、
働く人などの権利を守るとともに、犯罪
被害者を支援する活動を強化します。

横浜弁護士会
法教育センター

■出前授業の実施
■模擬裁判の指導
■裁判傍聴の実施

各種人権擁護活動

立憲主義を擁護します！

横浜弁護士会は、個人の尊厳を尊重し、
基本的人権を擁護する日本国憲法の立憲
主義を守ります。
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市民の法的
ニーズ

横浜弁護士会は、神奈川県民が、いつでも、どこでも、気軽に、法律相談
をすることができるよう法的サービスの充実に努めます。

弁護士へのアクセスを容易にします！

資力の乏しい県民のため法テラスと連携します！

横浜弁護士会は、法テラス神奈川と緊密に連携し、資力の乏しい県民も法的サ
ービスを容易に受けられるように努めます。

横浜弁護士会
連
携

刑事司法制度の改革に取り組みます！

横浜弁護士会は、被疑者・被告人の権利を擁護することはもとより、新たな
制度である裁判員制度、被疑者国選弁護制度、国選付添人制度に対応した質
の高い弁護活動ができる体制を確立し、刑事司法制度の改革に取り組むとと
もに、拘禁制度の改善を目指します。

横浜弁護士会は、裁判外の紛争解決（ＡＤＲ）の機関である「横浜弁護士会紛
争解決センター」を活性化させ、市民にとって使い勝手の良いものにするよう
努めます。

裁判外の紛争解決手段（ＡＤＲ）を充実、活用します！

横浜弁護士会紛争
解決センター

ＡＤＲ法に基づく
法務大臣の認証

市民の利便のため
より活性化

地家裁委員会の活用、弁護士任官を推進します！

横浜弁護士会は、裁判所及び裁判に市民感覚が適切に反映されるように、横浜
地方裁判所委員会、横浜家庭裁判所委員会を通じて、県民の代表である各委員
とともに努めるとともに、弁護士の裁判官、民事調停官、家事調停官への任官
を推進します。

裁
判
所

地方裁判所委員会
家庭裁判所委員会

裁判官・非常勤裁判官
（民事調停官、家事調停官）
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弁護士偏在を解消します！
横浜弁護士会は、弁護士の偏在を県
内で解消するとともに、全国的な視
野に立って、司法過疎地域への弁護
士派遣にも積極的に取り組みます。 過疎地域へ

弁護士派遣

偏在の解消県
内

全
国

法科大学院を支援します！

横浜弁護士会は、充実した法
曹教育を実現するために、法
曹養成機関である法科大学院
を支援します。 
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■教員の派遣
■エクスターンシップの拡充
■民事クリニックの強化
■刑事クリニックの法整備検討

これまでは 新しい制度

被告人国選
制度のみ

（起訴後の弁護）

職業裁判官
が判断

監獄法によ
る統制

■被疑者国選制度

■国選付添人制度

（起訴前の弁護）

（少年の弁護）

■裁判員制度
市民が有罪・無罪・量刑を判断

■刑事施設視察委員会
■留置施設視察委員会

代用監獄（警察の留置
場）は廃止されず。

「刑事収容施設及び被収容者の処遇等
に関する法律」による

質量両面での
弁護人の確保

制度改革の提言

委員の推薦

冤罪の温床とし
て廃止を目指す
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横浜弁護士会
総合法律相談センター

■相談センターの増設
■夜間相談の実施
■県・市町村へ無料法律
　相談の拡充の働きかけ

※法テラスは，日本司法支援センターの略称です。

川崎に拘置支所
の設置を求める

法テラス

法律専門家に相談したり依頼する
資力の余裕のない人のための機関


